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愛知県介護員養成研修事業者指定事務処理要領 

（趣旨） 

第１ この要領は、介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「政令」と 

いう。）第３条第１項第１号ロの規定による介護員養成研修事業者（以下「事業者」

という。）の指定について、「介護保険法施行規則第２２条の２３第２項に規定す

る厚生労働大臣が定める基準」（平成１８年３月３１日厚生労働省告示第２１９号。

以下「告示」という。）、「介護員養成研修の取扱細則について（介護職員初任者

研修関係）」（平成２４年３月２８日老振発第０３２８第９号。厚生労働省老健局

振興課長通知。以下「通知」という。）及び愛知県介護員養成研修事業者指定事務

取扱要綱（以下「要綱」という。）に定めるもののほか、要綱の詳細及び申請等に

係る事務処理に必要な事項について定めるものとする。 

 

（申請手続き） 

第２ 要綱第４条による指定申請書は様式１によるものとする。 

２ 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。 

（１）学則 

（２）研修日程表（通学形式で実施する場合（様式２－１又は様式２－３）、通信形

式で実施する場合（様式２－２又は２－４）） 

（３）カリキュラム（様式３－１又は様式３－２） 

（４）修了試験の問題、解答用紙及びその模範解答集 

（５）講師一覧（様式４） 

（６）就任承諾書（兼講師要件確認票）（様式５） 

（７）講師要件に該当する資格証の写し 

（８）講義室及び演習室使用承諾書（様式６） 

（９）演習室の図面（必要教材の配置を記載すること） 

（１０）実習施設承諾書（様式７－１） 

（１１）実習レポートの雛形 

（１２）修了証明書及び修了証明書（携帯用）の様式（様式８－１又は様式８－２） 

（１３）研修事業についての収支予算及び向う２年間の事業計画（様式９－１、様式

９－２） 

（１４）申請者が法人であるときは、定款その他の基本的約款及び履歴事項全部証明

書の原本 

（１５）直近の決算報告書など申請者の資産状況が分かる書類 

（１６）使用するテキスト 

３ 講義を通信の方法によって行う場合は、前項各号に掲げる書類に加え、次の書類
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を添付するものとする。 

（１）添削指導及び面接指導実施要領（受講者に配付する受講要領） 

（２）添削指導に関する問題集、解答用紙及びその模範解答集 

４ 知事は、指定の適合判定に必要がある場合は、前２項各号に掲げる以外の書類の 

提出を求めることができるものとする。 

（指定及び却下） 

第３ 知事は、申請者及び事業の内容等が、要綱及び本要領に定める要件（以下「指 

定基準」という。）に適合すると認めた場合は、介護員養成研修事業者指定通知書

（様式１０）により通知をするものとする。 

２ 知事は、申請者及び事業の内容等が、指定基準に適合しないと認めたときは、相 

当の期間を定め申請内容の補正を求めるものとする。 

３ 知事は、申請者が前項の補正をしない意思を表明したとき、又は期間内に補正が 

 なされないと認めた場合は、介護員養成研修指定申請却下通知書（様式１１）によ

り、理由を付して申請者あて却下の通知をするものとする。 

（学則） 

第４ 要綱第６条第１項第２号により研修内容等を明示するために定めた学則にお

いて、公表及び受講者に対し事前説明すべき内容は次に掲げる事項とする。 

（１）開講の目的 

（２）研修の名称 

（３）実施場所 

（４）研修期間 

（５）カリキュラム及び使用する教材 

（６）講師氏名及び職名 

（７）実習施設（実習を行う場合） 

（８）研修修了の認定方法及び免除科目 

（９）募集時期 

（１０）受講資格 

（１１）受講定員 

（１２）受講手続 

（１３）授業料、実習費など受講者が負担すべき費用 

（１４）研修欠席者に対する補講の方法、上限時間及び補講に係る費用等の取扱い 

（１５）研修の延期・中止等の不慮の事態における養成研修の継続及び苦情等に対す

る対応等 

（１６）個人情報の取扱いについて 

（１７）研修修了者名簿が知事に提出され、管理される旨の記載 
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（１８）本人確認について 

（１９）その他研修受講に係る重要事項 

（カリキュラム） 

第５ カリキュラムは、別紙１―２又は別紙１－４に定める以上の内容とする。 

１ 介護職員初任者研修課程（以下「初任者研修」という。）のカリキュラムは、別

紙１－１「介護職員初任者研修における目標、評価の指針」を基に別紙１－２「各

科目の到達目標、評価、内容」に添って実施する。 

２ 生活援助従事者研修課程（以下「生活援助従事者研修」という。）のカリキュラ

ムは、別紙１－３「生活援助従事者研修における目標、評価の指針」を基に別紙１

－４「各科目の到達目標、評価、内容」に添って実施する。 

３ カリキュラムには、研修の内容の理解を更に深めるために必要と認める科目を追

加し、又は時間数を増やすことができるものとする。 

４ 初任者研修の実施にあたっては、「１．職務の理解」を最初に行い、「１０．振

り返り」を最後に行うこと。 

また、「９．こころとからだのしくみと生活支援技術」については、「Ⅰ．基本

知識の学習」、「Ⅱ．生活支援技術の講義・演習」、「Ⅲ．生活支援技術演習」の

順に行うこと。ただし、前述ⅠからⅢを構成する各項目の実施順序は問わない。 

なお、「１．職務の理解」及び「１０．振り返り」については、必要に応じて施

設の見学等の実習を活用することができる。 

５ 生活援助従事者研修の実施にあたっては、「１．職務の理解」を最初に行い、「９．

振り返り」を最後に行うこと。 

  また、「８．こころとからだのしくみと生活支援技術」については、「Ⅰ．基本

知識の学習」、「Ⅱ．生活支援技術の学習」、「Ⅲ．生活支援技術演習」の順に行

うこと。ただし、前述ⅠからⅢを構成する各項目の実施順序は問わない。 

  なお、「１．職務の理解」及び「９．振り返り」については、必要に応じて施設

の見学等の実習を活用することができる。ただし、「８．こころとからだのしくみ

と生活支援技術」においては、移動・移乗に関連した実習を２時間実施すること。 

６ 実習を行う場合は、実習施設等の利用者の健康、安全及び人権に配慮し、必要な

オリエンテーションを実施した後に行わなければならないものとする。 

７ 各カリキュラム内の時間配分については、内容に偏りがないように、十分留意す

ること。 

（講師の要件及び人数） 

第６ 講義、演習を担当する講師については、カリキュラムに記した当該科目の内容 

を教授するのにふさわしい人材を必要な人数確保することとし、その選定要件は、 

別紙２－１又は２－２のとおりとする。 
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（演習） 

第７ 演習は、研修に必要なベッド、車椅子等を少なくとも受講者１０名につき１台

ずつ配置し、カリキュラムの内容を実施するために必要な教材を受講者の数に応じ

て用意すること。 

２ 演習室は、前項の教材を配置した上で、十分な研修のスペースが確保できるもの 

であること。 

３ 実技指導にあたっては、施設及び訪問介護のサービス利用者の健康、安全及び人

権に配慮した内容とし、特に緊急時の対応については指導を徹底すること。 

（実習） 

第８ 実習受入機関及び実習指導者は、別紙３のとおりとする。 

２ 実習施設は、事業者の責任において、あらかじめ確実に確保しなければならない 

こと。 

３ 事業者は、実習施設に対し別紙３にある実施上の留意点を周知するとともに、別

紙１－１「介護職員初任者研修における目標、評価の指針」又は別紙１－３「生活

援助従事者研修における目標、評価の指針」、別紙１－２又は別紙１－４に定める

「内容」に基づく実習が行われるよう実習施設と十分調整すること。 

４ 事業者は、受講者の出欠及び実習状況を常に把握し、レポートの提出など適切な

方法により実習実績を確認すること。 

（修了評価） 

第９ 修了評価は、各科目別に定める別紙１－２又は１－４の「修了時の評価ポイン

ト」に沿って各受講生の知識・技術等の習熟度を確認すること。 

２ 実習を行う場合の修了評価は、各科目別に定める「内容」に沿った実習となって

いるかどうかを実習記録に基づき確認することにより行うこと。  

３ 初任者研修科目「９．こころとからだのしくみと生活支援技術」又は生活援助従

事者研修科目「８．こころとからだのしくみと生活支援技術」では、介護に必要な

基礎的知識の理解の確認と、生活支援技術の習得状況を確認した上で、別紙１－２

又は１－４の「修了時の評価ポイント」に沿って適切に評価すること。 

４ 全科目の研修修了後、初任者研修については１時間程度、生活援助従事者研修に

ついては 0.5 時間程度の筆記試験による修了評価を実施すること。なお、筆記試験

の問題は福祉制度等の改正、社会情勢の変化、介護理論及び技術等の進展に則し、

適宜改訂すること。 

５ ３及び４の評価基準は、次のとおり、理解度の高い順にＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４区分

とし、Ｃ以上で評価基準を満たしたものと認定する。 

認定基準（１００点を満点評価とする） 

Ａ＝９０点以上、Ｂ＝８０～８９点、Ｃ＝７０～７９点、Ｄ＝７０点未満 
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６ 知識・技術等の習得状況を確認した結果、評価基準を満たしていない場合は、必

要に応じて補講等を行い再評価するなど、基準に到達するよう努めること。 

（補講） 

第１０ 受講生がやむを得ず研修を欠席した場合の補講については次のいずれかの

方法により行うものとする。 

（１）同一内容の講義・演習を別の日に新たに設定し、個別の対応で行う方法 

（２）同時期に開講している同課程の別の研修で再受講させる方法 

（３）初任者研修に欠席した項目の時間数が、別紙６－１で定める通信形式で実施で

きる上限時間の範囲内であれば、通信形式で実施する際と同程度のレポートを提

出することをもって出席とみなすことができる。 

なお、「１．職務の理解」及び「１０．振り返り」については、レポート課題

を提出することによる補講は認めない。また、「９．こころとからだのしくみと

生活支援技術」のうち（６）から（１１）及び（１４）の項目についても実技演

習を実施するため、レポート課題を提出することによる補講は認めない。 

（４）生活援助従事者研修に欠席した項目の時間数が、別紙６－２で定める通信形式

で実施できる上限時間の範囲内であれば、通信形式で実施する際と同程度のレポ

ートを提出することをもって出席とみなすことができる。 

なお、「１．職務の理解」及び「９．振り返り」については、レポート課題を

提出することによる補講は認めない。また、「８．こころとからだのしくみと生

活支援技術」のうち（６）から（８）の項目についても実技演習を実施するため、

レポート課題を提出することによる補講は認めない。 

 

２ 補講を実施する際は、第６に規定する要件に該当する講師（以下「要件該当講師」

という。）が担当すること。また、補講について次のとおり記録を取ること。 

（１）補講を実施した際は、補講実施日又はレポートの評価をした日を出席簿に記す

こと。 

（２）同時期に開講している同課程の別の研修で再受講させた場合は、別の研修の出

席簿の写しや、補講実施事業者の受講証明などで適切に出席の確認をすること。 

３ 事業者は、受講生に対して、事前に補講の上限が総時間数の１割までであること、

修了年限期間内に補講を含めすべてのカリキュラムを修了し、筆記試験による修了

評価で評価基準を満たさないと修了が認められないことを確実に周知すること。 

（講義を通信の方法で行う場合） 

第１１ 講義を通信の方法で行う場合は、受講者が学習にあたって講義と同等の効果 

が得られるよう添削指導等を行うものとする。 

２ 添削指導にあたっては、次の各号に掲げる基準を満たすものとする。 
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（１）添削課題の作成及び添削には、要件該当講師があたること。 

（２）添削課題を受講者全員に配布後、課題の提出日までに、最低１０日間の日程を

確保すること。 

（３）添削課題は、受講者の自学自習を容易にし、受講者の科目ごとの理解を深める

ため科目毎に複数の課題を設け、そのうち１問は論述式の課題とすること。 

初任者研修各科目の論述問題は次の文字数程度で解答させること。 

  ア ４００字から６００字 

   ・「３．介護の基本」 

   ・「５．介護におけるコミュニケーション技術」 

   ・「６．老化の理解」 

   ・「７．認知症の理解」 

   ・「８．障害の理解」 

  イ ８００字から１２００字 

   ・「２．介護における尊厳の保持・自立支援」 

   ・「４．介護・福祉サービスの理解と医療との連携」 

   ・「９．こころとからだのしくみと生活支援技術」 

生活援助従事者研修各科目の論述問題は次の文字数程度で解答させること。 

  ア ２００字から３００字 

   ・「３．介護の基本」 

   ・「５．介護におけるコミュニケーション技術」 

   ・「６．老化と認知症の理解」 

   ・「７．障害の理解」 

  イ ４００字から６００字 

   ・「２．介護における尊厳の保持・自立支援」 

   ・「４．介護・福祉サービスの理解と医療との連携」 

   ・「８．こころとからだのしくみと生活支援技術」 

なお、添削課題は、福祉制度等の改正、社会情勢の変化、介護理論及び技術等

の進展に則し、適宜改訂すること。 

（４）あらかじめ合格点を設定し、受講者に配付する受講要領の中で周知するととも

に、これに満たない場合は、再度課題を課して合格点に達するまで指導を徹底す

ること。 

（５）添削済み答案を送付の際には、模範解答及び解説集を添付すること。 

（６）質問用紙を用意し、受講者の疑問に対し、電話、ファクシミリ、メールなど、

複数の方法で要件該当講師によりすみやかに回答できるようにすること。 

３ 初任者研修科目「１０．振り返り」又は生活援助従事者研修科目「９．振り返り」
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は、添削課題を修了した受講者に対し行うものとする。  

（科目の免除及び修了者とみなす者） 

第１２ 要綱第１１条による受講者の有する資格等によって研修科目の一部を免除

できる場合又は介護職員初任者研修若しくは生活援助従事者研修の修了とみなす

場合は、別紙４－１又は４－２によるものとする。 

２ 前項の規定により一部科目を免除する場合は、受講者から免除を証明する書類を

研修開始前に提出させ、研修開始日までに確認し、科目免除の確認表（様式２６）

とともにその写しを提出すること。 

（変更承認） 

第１３ 事業者が、要綱第１２条により事業の変更を申請する場合は、介護員養成研

修事業者指定変更申請書（様式１２）を知事に提出し、承認を受けなければならな

いものとする。 

２ 前項の書類の提出にあたっては、変更申請の内容に応じて第２第２項各号で定め

る書類を添付すること。 

（変更届出） 

第１４ 事業者が、要綱第１３条により事業の変更を届け出る場合は、要綱第１３条

に定める期限までに介護員養成研修事業者指定変更届出書（様式１３）を知事に提

出しなければならないものとする。 

（事業休止、廃止又は再開届） 

第１５ 事業者が、要綱第１４条により事業を休止、廃止若しくは再開した場合には、

１０日以内に次の書類を知事に提出しなければならないものとする。 

（１）休止の場合 介護員養成研修事業者事業休止届出書（様式１４） 

（２）廃止の場合 介護員養成研修事業者事業廃止届出書（様式１５） 

   なお、事業を廃止した場合でも、修了生からの問い合わせや修了証明書の再発

行依頼に対して真摯に対応すること。 

（３）再開の場合 介護員養成研修事業者事業再開届出書（様式１６） 

（事業計画承認申請書） 

第１６ 事業者が、要綱第８条により研修事業を行う場合は、募集開始の１か月前ま

でに介護員養成研修事業計画承認申請書（様式１７）を知事に提出しなければなら

ないものとする。 

２ 知事は提出された事業計画承認申請書が、要綱第６条第１項第１号及び第２号の

要件を満たす場合に限りこれを承認するものとし、介護員養成研修事業計画承認通

知書（様式１８）により通知するものとする。 

３ 事業者は計画した研修事業（指定申請書に記載の研修を含む。）に着手した場合、

１０日以内に介護員養成研修事業者事業着手届出書（様式１９）を提出しなければ
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ならない。 

４ 知事は、研修事業の着手を確認した場合は、介護員養成研修着手届受理通知書（様

式２０）により通知し、当該研修の修了証明書の指定番号を付与するものとする。 

５ 事業者が、要綱第７条第３項により計画した研修事業を延期又は中止する場合

は、研修事業開始予定日の１０日前までに、介護員養成研修事業延期届出書（様式

２１）又は介護員養成研修事業中止届出書（様式２２）を知事に届け出なければな

らないものとする。 

（事業報告書） 

第１７ 事業者は、各研修事業終了後１か月以内に、介護員養成研修事業者事業実績

報告書（様式２３）を知事に提出しなければならないものとする。 

２ 前項の事業実績報告書には、次の書類等を添付しなければならないものとする。 

（１）介護員養成研修修了者名簿（様式２４）及びその電子データ（Excel ファイル） 

（２）受講者の研修への出席状況及び本人確認をした方法が確認できる書類 

（３）補講の実施状況が確認できる書類 

（４）カリキュラムを担当する講師及び講師の出講状況が確認できる書類 

（５）通信添削課題の結果が確認できる書類（講義を通信の方法で行った場合） 

（６）初任者研修科目「９．こころとからだのしくみと生活支援技術」又は生活援助

従事者研修科目「８．こころとからだのしくみと生活支援技術」における基礎的

知識の理解の確認及び生活支援技術の習得状況の確認並びに筆記試験による修

了評価の結果が確認できる書類 

（７）実習履修状況表（様式７－２）（実習を行った場合） 

（８）受講者別科目免除の確認表（様式２６）及び免除を証明する書類の写 

（９）介護員養成研修事業にかかる決算（見込）書 

（１０）研修日程表（通学形式で実施した場合（様式２－１又は様式２－３）、通信

形式で実施した場合（様式２－２又は２－４）） 

（受講時における本人確認） 

第１８ 事業者が要綱第１７条第２項により本人確認する方法は、受講申込受付時又

は初回の講義時において、次に掲げるいずれかの方法により行うとともに、いずれ

かの方法で確認したのかについて記録を残し、実績報告書提出時に報告しなければ

ならない。 

 ・ 戸籍謄本、戸籍抄本若しくは住民票の提出 

・ 住民基本台帳カードの提示 

・ 在留カード等の提示 

・ 資格確認書の提示 

・ 運転免許証の提示 
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・ パスポートの提示 

・ 年金手帳の提示 

・ 国家資格を有する者については、免許証又は登録証の提示 

・ マイナンバーカード表面の提示 

２ 本人確認の際の留意点 

（１）本人確認は、研修の受講申込等を行った者が本人であるかどうか等を公的証明

書により確認する趣旨であるため、受講申込書等に記載された現住所と本人確認

書類の住所が同一でなくとも、他の事項で本人であることが確認できれば良いこ

ととする。 

（２）本人確認を行う際には、研修受講者等に過度の負担をかけないよう留意すると

ともに、家庭内暴力の被害者等やむを得ない特別な理由がある者にも配慮をする

こと。 

（情報の開示） 

第１９ 事業者が要綱第１６条により公開すべき内容については、別紙５のとおりと

する。 

（修了証明書の再発行） 

第２０ 事業者が要綱第１０条第５項により修了証明書を再発行する場合は、別紙７

のとおりとする。 

 

   附 則 

この要領は、平成２８年１月１２日から施行する。ただし、平成２８年３月３１

日までに愛知県が受付けた研修については、なお従前の例によることができるもの

とする。 

   附 則 

この要領は、平成２９年２月１７日から施行する。 

   附 則 

この要領は、平成２９年１２月８日から施行する。  

附 則 

この要領は、平成３０年８月２７日から施行する。ただし、平成３０年１０月３

１日までに開講する研修については、なお従前の例によることができるものとす

る。 

   附 則 

  この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要領は、令和３年１月１日から施行する。 
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附 則 

この要領は、令和６年２月１日から施行する。 

附 則 

  この要領は、令和６年１２月２日から施行する。 

附 則 

  この要領は、令和７年１２月２日から施行する。 

 

 


